
 

荒川区コミュニティバス運行事業者選定委員会 審査結果について 

 

 荒川区コミュニティバス運行事業者の選定（公募型プロポーザル）について、「荒川区コミュ

ニティバス運行事業者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）において提案の審査を行い、

下記のとおり事業候補者を選定した。 

Ⅰ プロポーザルの概要 

◆事業候補者選定までの経緯 

１） 平成２４年６月２９日  第１回選定委員会開催 

２） 平成２４年７月 ３日  公募開始（荒川区ホームページ掲載） 

３） 平成２４年７月 ９日  参加申込み締切り 

４） 平成２４年７月１０日  参加申込者による質問締切り 

５） 平成２４年７月１７日  参加申込者の提案書提出締切り 

６） 平成２４年７月２０日  第２回選定委員会開催（審査・ヒアリング） 

 

Ⅱ 参加者の募集の結果 

参加者の募集にあたっては、区のホームページに募集要項を掲載して周知を図るとともに、

ホームページでの周知を補完する目的で、類似業務の実績のある事業者が多数所属している、

東京バス協会（会員数約９０社）の全会員に対し情報提供した。 

その結果、締め切りまでに問い合わせが５件、参加を申し出たのは１社であった。 

 

Ⅲ 提案の審査結果 

参加者からの提案書及びヒアリングにより、選定委員会（区管理職４名、外部委員２名）

において評価し、選定した。 

１ 審査の経過・選定結果  

第２回選定委員会において、提案者１社のプレゼンテーションおよびヒアリングを実施し、

選定委員会としての評価を決定した。この結果、下記事業者を運行事業者として選定した。 

 

＜選定事業者＞ 

京成バス株式会社（東京都墨田区押上１－１０－３） 

 

 

 ２ 総  括 （運行事業候補者の提案について） 

提案内容は、具体的で説得力があり、当区のコミュニティバス運行を安心して任せること

ができるという期待が感じられた。また、多数の実績と経験で培われたバス運行に関するノ

ウハウ、業務に取り組む意欲や資質が強く感じられ、本事業で求められる安定的な運行、こ

れまでの当区コミュニティバス運行経験による継続性等、総合的に期待度が高いと評価され

た。 

資料１ 


